
令和８年３月１６日 

環境清掃部環境保全課 

 

 

有明清掃工場の操業に関する協定書（案）の締結について 

 

 

 東京二十三区清掃一部事務組合と江東区は、ごみ問題について、江東区の意思

を尊重するという江東区と東京都との従来からの経過を踏まえ、有明清掃工場

の操業に関し、地域住民の生命と健康を守るため、公害の発生を防止し、地域環

境の整備を図ることを目的として、協定を締結する。 

 なお、当該協定による操業期間は１年とし、平成１８年度以降、毎年更新して

いる。 

 

 

１ 変更点 

（１）操業期間 

 協定書による操業期間を「令和８年４月１日から令和９年３月３１日

まで」とする。 

 

２ 資料 

（１）有明清掃工場の操業に関する協定書（案） 別紙１ 

（２）新旧対照表               別紙２ 

資料 2
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